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現
在
お
使
い
の
保
険
証
（
水
色
）
の
有
効

期
限
は
平
成
28
年
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　

８
月
１
日
以
降
に
お
使
い
い
た
だ
く
新
し

い
保
険
証
（
桃
色
）
は
７
月
中
に
郵
送
し
ま

す
。
８
月
１
日
を
過
ぎ
て
も
保
険
証
が
届
か

な
い
場
合
は
、
町
民
課
国
保
年
金
係
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　【
問
い
合
わ
せ
】
町
民
課

　
　
　
　
国
保
年
金
係
　
☎（
83
）１
２
２
５

　

お
も
て
な
し
の
町
日
本
一
を
目
指
し
て
昨

年
行
っ
た「
オ
ー
ル
松
田
お
も
て
な
し
宣
言
」

に
も
と
づ
い
て
具
体
的
な
「
お
も
て
な
し
」

を
推
進
す
る
た
め
に
、
町
で
は
４
月
に
「
お

も
て
な
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
を
編
成

し
、
毎
月
会
議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

庁
内
若
手
職
員
を
中
心
に
し
た
11
名
の
職

員
が
３
班
に
分
か
れ
、
お
も
て
な
し
座
談
会

で
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
も
と
に
地

域
や
人
が
結
び
付
き
、
町
の
イ
メ
ー
ジ
ア
ッ

プ
や
、
交
流
・
定
住
人
口
の
増
加
に
つ
な
が

る
具
体
的
な
施
策
に
つ
い
て
、
熱
い
議
論
を

交
わ
し
て
い
ま
す
。

　

先
日
出
題
内
容
を
公
募
し
た
「
お
も
て
な

し
検
定
」
は
、
同
チ
ー
ム
主
催
で
12
月
頃
実

施
予
定
で
す
。
ま
た
、
現
在
は
お
も
て
な
し

接
遇
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
に
つ
い
て
も
検
討

中
で
す
。

　

お
も
て
な
し
事
業
は
、
町
と
町
民
の
方
が

協
働
し
て
進
め
る
取
り
組
み
で
す
。
今
後
、

チ
ー
ム
よ
り
皆
さ
ん
に
ご
意
見
を
い
た
だ
く

こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
の
際
は
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
た
、
お
も
て
な

し
に
関
す
る
町
民
の
皆
さ
ま
か
ら
の
ご
提
案

を
、
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

政
策
推
進
課　

経
営
戦
略
係　

☎（
83
）１
２
２
２

国際交流 International
Exchange

　町では昨年同様、８月27日（土）に開催される「まつだ観光まつり」と「あ
しがら花火大会」に外国人観光客をお招きします。大名行列などを通じて日
本の文化に触れ、町の魅力を多くの皆さんに知っていただき、国際交流を推
進するために次のとおりイベントを実施しますので、ぜひご参加ください。
　また、イベント実施に関する各種のボランティアを募集しますので、ご協
力をお願いいたします。

 ■ Let's Speaking!　交流会場はまつり会場 
　まつだ観光まつりの日に、外国人観光客とおしゃべりしませんか？お招き
する予定の方々は英語圏となります。
　午後４時頃から観光まつり会場に設ける交流会場では、英語に自信のない
方でも、コミュニケーションカードを用意しますので、それを見ながら話せ
ば、簡単におしゃべりできます。
　英会話に興味のある方には、絶好の機会となりますので、気軽にお越しく
ださい。
＊当日の飛び入り参加も可能です

 ■ボランティア大募集 
　この国際交流イベントを応援してくださるボランティアを次のとおり募集
します。
▷外国人観光客の案内ボランティア
　観光まつりのパレードや、会場等
を外国人観光客と一緒に案内くださ
る方（日常的な英会話が可能な方）
　８月27日（土）午後３～８時
▷浴衣着付けボランティア
　外国人観光客への浴衣の着付けを
お手伝いしてくださる方（浴衣など
の着付けをできる方）
　午後２～４時頃

 ■不要になった浴衣、甚平をお譲りください 
　外国人観光客の方々に日本文化をより味わっていただけるよう、浴衣や甚
平を着ていただければと考えております。そこで、昨年もお願いしておりま
したが、ご家庭のたんすや押し入れに保管されている浴衣や甚平を『無償提
供しても構わない』という方がいらっしゃいましたら、８月12日（金）までに
ご連絡ください。ご連絡をいただければ取りに伺います。
※ご提供いただいた浴衣や甚平は外国人観光客へプレゼントする予定ですの
でご了承ください。

【応募・問い合わせ】政策推進課　経営戦略係　☎（83）1222

地
域
や
人
を
結
び
付
け
、
交
流
・
定
住
人
口
の
増
加
に
つ
な
が
る

本
当
の
「
お
も
て
な
し
」
と
は
？

後期高齢者医療制度に加入されている皆さんへ
８月１日から保険証が新しくなります。

　町では、地域における自治のあり方を定める「自治基本条例」
を町民の皆さんと一緒に策定したいと考えています。
　この条例では、全ての町民の皆さんが、主人公として活躍し、
まちの未来を作っていくことを目的としています。
　そこで、自治基本条例についての理解を深めていただくため
の講演会を開催しますので、お気軽にご参加ください。

……………………………………………………
日　時　平成28年７月23日（土）午後４時～
　　　　（受付開始　午後３時30分）
場　所　松田町民文化センター　１階展示ホール
講　師　静岡大学　人文社会科学部法学科教授（専門：行政学）
　　　　日

ひ

詰
づめ

　一
かず

幸
ゆき

　氏
内　容　自治基本条例について
その他　当日直接会場へお越しください（参加費：無料）。

……………………………………………………
【問い合わせ】政策推進課　経営戦略係　☎（83）1222

青色申告・小学生の税の書道展
第35回

　小田原青色申告会主催の「小学生の税の書道展」は、国
税庁の「税を考える週間」（11月11日～17日）の一環事業と
して開催し、今年で35回を数えます。この書道展は、児童
の皆さんに税にちなんだテーマの書道や表彰式などを通じ
て、税の大切さを知っていただくことを目的とし、次のと
おり作品を募集します。ぜひご応募ください。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 作品募集内容 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
○対象者
小田原税務署管内（小田原市・南足柄市・足柄上郡・足
柄下郡）の小学校に在校する児童。
○提出方法
７月上旬に小学校へ台紙を配布します。夏休み期間中に
作品を作成し、９月１日（木）に小学校へ提出してください。
○今年の課題（毛筆で１人１作品）
　・１年生～３年生
　　ぜい、のうぜい、ぜいほう、あおいろ、しんこく
　・４年生～６年生
　　税、消費税法、自動車税、青色申告、電子申告
＊作品には名前を書かないでください
＊提出された作品はお返ししません
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

展示公開
　11月26日（土）・27日（日）
　午前９時～午後５時
　小田原市民会館 ３階小ホール
表彰式
　11月27日（日）　小田原市民会館

【問い合わせ】青色申告会事務局　☎（24）2613

自治基本条例に関する講演会を開催します
～自治基本条例とは？～

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

小田原税務署管内（小田原市・南足柄市・足柄上郡・足

今年の新入職員も積極的に
発言しています

（色：桃色）
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